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第３章　中・大型獣の生息状況の変化

の遺跡からニホンザルの遺物が出土する哺乳類の
中では、ニホンジカやイノシシ（出土する哺乳類
遺存体の各39%、38%）と比べると、格段に少ない

（2.2%）（西本・新美2010）。哺乳類遺存体が出土す
る遺跡であれば、シカやイノシシは90%以上、85%
以上と高い頻度で見つかるのだが、ニホンザルは
20%程度と少ない（Tsujino et al. 2010）。ニホンザ
ルは縄文遺跡から出土する動物遺存体としてもす
でに一般的な存在ではないのである（小宮2015）。

１． ニホンザルは、日本の歴史を通じて長
期間、人里とは遠い関係にあった

　これまでニホンザルは漠然とではあるが、近世
まで森があるところなら何処にでも棲んでいたと
考えられてきた（例えば、三戸2011）。だがどうも
そうでもないようなのである。例えば、歴史家の
網野善彦（1993）は「中世の古文書の中には、農作
物に被害を与える猿の姿がきわめてわずかに現れ
てくるにすぎない」と述べている。また縄文時代

1　ニホンザルの特徴と今後の動向をめぐって
京都大学名誉教授

渡　邊　邦　夫
兵庫県立大学自然・環境科学研究所客員教授

三　谷　雅　純

要　旨

　ニホンザルは有史以来、人とは離れた距離をもって暮らしていたと思われる。捕獲圧もあったが、人里
周辺が疎林化し草原化するにしたがって、よりその度合いは強くなったと思われる。オオカミや飼い犬の
存在も大きかった。こうした構図が激変したのは、戦後の燃料革命による。それを機に人里近くにまでニ
ホンザルが現れるようになり、分布域は拡大し、個体数が増加し、被害は増え続けている。だがこうした認
識が一般化したのは、ようやく21世紀が始まった頃である。戦後すぐの時期にはニホンザル保護の必要性
ばかりが叫ばれていたが、現在は科学的な個体群管理の重要性が明らかになってきている。

　ニホンザルは大きな群れをつくって日中活動する樹上性の哺乳類である（河合1964）。ヒトと同じ霊長
類であり、人間が作る作物はほとんど全てが彼らの食物ともなる（辻ほか2018）。ニホンザルの保護管理を
めぐる問題は全て、彼らのこの生活様式に由来する。ニホンザルを含む霊長類は、そもそも樹上生活に適
応した分類群であり、森林を離れて生活している種・個体群は（ヒトを除けば）例外的な存在でしかない。
そしてヨーロッパや北東アジアの中緯度地方では、後氷期に入るとほとんどの地域で早々に姿を消してし
まった（高井2005； Li Baoguo et al. 2020）。下北半島が現存する霊長類北限の地であるのは、日本近海を
流れる暖流の影響もあり、彼らの生存を支える落葉広葉樹林が存在したからである。サルが棲む土地では、
当然ながら人間との軋轢が大きかった。ヒマラヤ高地などの寒冷地でも、彼らは生き延びているし、中国
の古文献をみても、かなり遅く明・清の時代までは、中国大陸中・南部のはるかに広い地域に多数の種が残
存していた。人間が主として生活する低地・平坦地を中心としながらも、徐々に進んだ人間による開発の
波とのせめぎ合いが現在の霊長類の分布を決定したと言って過言ではない。本稿では、有史以来ニホンザ
ルがたどってきた途を人間活動との関係で見直しながら、現在がどのようなステージにあるのか、今後ど
のようなことが起こり得るのかを考察してみたい。
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あり、こうした状況が日本各地にあったとは思え
ない。わずかに出てくる人間とニホンザルの耕作
物をめぐる争いの多くは、後々まで分布し続けた
急峻な山間地ばかりであり、近年日本各地で見ら
れるようになった人里のすぐ近くや、街中などの
例はほとんど認められないのである。
　古代から近世まで、ニホンザルが「保護」の対象
として言及されたのは、675年の天武天皇による

「肉食禁止令」と徳川５代将軍綱吉による「生類憐
れみの令」の時だけである（中澤2018）。これはニ
ホンザルが歴史的に特別な禁忌の対象ではなかっ
たことを示している一方で、さほど重要な狩猟対
象ではなかったこと、特別な食材としてもほとん
ど使われていなかったことを示唆している。戦後
の一時期までは、西日本を中心にサルを狩ること
に対する禁忌の観念が強かったといわれるが、そ
れにもかかわらずニホンザルが格別な害獣とな
るようなことはなかった（千葉1969）。明らかに、
人の主要な生活空間とニホンザルの生息地の間
には、大きな隔たりがあったと思われるのである

（三浦1999）。

ニホンザルを人里から遠ざけていた要因

　サルはすばしこく樹上を動き回るので、日本で
は狩猟されにくい動物と考えられているようで
ある。だが熱帯林でも、まず最初に狩猟によって
姿を消すのは霊長類である（Milner-Gulland et al. 
2003）。それは昼活動する樹上性で、小さな行動域
の中を群れで騒がしく遊動しているからである。
事実、霊長類は他の哺乳類と異なり、音声によっ
て居所がすぐに知れてしまう。直接肉眼で発見さ
れることが多いのも霊長類の特徴である（Ebua. 
et al. 2018）。縄文時代の早い時期から日本列島
では弓矢が使われ、犬も家畜化されていた（佐藤
2013）。人が住む周辺地域が疎林・草原化し、さら
にそれが拡大していくにつれ、ニホンザルが棲め
る環境は縮小せざるをえなかった。それは戦後の
燃料革命の時代が来るまで、一貫した傾向として
続いたと思われるのである（渡邊・三谷2019）。

だがこれは著者たちが見てきた、アジアやアフリ
カで狩猟され食糧として利用されている地域の
サルの姿とは大きくかけ離れている。ブッシュ・
ミートと呼ばれる野生鳥獣の肉市場では、霊長類
はどの地域でも主要な産物なのである（例えば、
Milner-Gulland et. al. 2003）。
　ニホンザルは歴史的にかなり早い時期からその
分布を狭め、人里近くではあまり見かけない動物
になっていたと思われる（三浦1999；丸山2006；
渡邊・三谷2019）。中世の頃の絵画や絵巻物では、
すでにニホンザルは山中奥深く棲む山の神その
もので、むしろ多出するのは厩の守り神として
繋がれた家の中の動物であった（五味2009；苅米
2009）。江戸時代の初期、ニホンジカやイノシシは
日本各地で大名による狩猟の獲物として、あるい
は害獣として大量に狩猟された記録が多出するの
だが、ニホンザルの場合はそうした事例も希薄で
ある。
　良く知られた話としては、徳川三代将軍の実弟
である駿河大納言忠長が、1630年に駿府城近くの
賤機山にある浅間神社周辺で、１日に1,240頭もの
サルを捕殺したというものがある。この逸話は、

「徳川実記」や新井白石による「藩翰譜」などに記
されているが、この地には今川家代々の菩提寺が
あり、家康が元服した神社もあって殺傷禁断の地
とされていた。忠長はこうした乱行により３年後
には自決に追い込まれるのだが、小池（2021）は、
徳川家内部の騒動が絡んでおり、信憑性は薄い
のではないかとしている。確かに江戸時代とはい
え、駿府城に隣接した高さ231mばかりの小さな
山に、餌付けでもされていなければ、これだけの
数のニホンザルが棲んでいたとは思えない。「数
万人の勢子を駆り出した」とあるが、これだけの
数のニホンザルが棲むにはかなりの面積が必要
であり、何事かがあったのは事実としても、いさ
さか過大な数字であるように思える。鎌倉時代の

「法然上人絵伝」などや、江戸時代後期の「厳島図
絵」にはニホンザルが神社仏閣で遊んでいる姿が
描かれているが、いずれも殺生禁断の地のことで
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はかろうじて補償されてきたと思われるのである
（伊沢2011）。
　そもそも人類は古く狩猟採集生活の時代から、
環境の改変を行っていた。そのもっとも効果的で
広く行われたのが「火入れ」である（ポンティング
1994）。現在もアフリカなどで火入れは繰り返し
行われているが、それによって有用な植物資源、
あるいは獲物となる獣類などをコントロールして
きた。日本でも黒ボク土という土壌が国土の17%
を占めるが、これは長く草地が続いた土地で形成
されるものである（須賀2012）。また琵琶湖等の湖
底に沈留する微粒炭の量も、後氷期に入ると激増
している。１万年前の縄文草創期の頃から黒ボク
土や微粒炭の存在が目立ち始め、人間社会の周辺
には開けた土地が拡がり、ニホンザルが棲む森林
は徐々に少なくなっていったと考えられる。
　そして日本ではタンパク質を摂取するための家
畜飼育は発展しなかった（西本2008）。16世紀末か
ら17世紀初めにかけて日本に滞在したジュアン・
ロドリゲスは、日本人は平常の食事でも、「狩猟で
得られた獣肉（兎・鹿・猪など）ばかりが用いられ
ていた」と述べている（1967）。時代が経るに従っ
て肉食の禁忌が強まったが（中澤2018）、野生鳥獣
に対する捕食圧が強まることは避けられなかっ
た。日本各地で、ニホンジカやイノシシをはじめ
として野生鳥獣の資源量は激減し、食膳にのぼる
肉も鳥類や魚貝類への依存が強まっていった（渡
辺1969；樋泉2008）。肉食への禁忌が時代と共に強
まったことは確かだが、貴族階級に始まり、徐々
に上層階級に広まりはしたが、庶民の間にまで広
がるのはだいぶ後の世のことであり、江戸時代に
入ってもまだ大々的な狩猟は行われていた。特に
山村では、そうした禁忌はごく限られていた（千
葉1969）。耕地を守るための狩猟・捕殺は止むこと
なく続けられていた（武井2010）。農耕は狩猟ある
いは野生鳥獣の排除があってこそ成り立つものだ
からである（田口2004）。またニホンザルにとって
の捕食者であるオオカミも、平坦な土地を中心に
20世初めまでは存在した（相良1965；松山1977；

　近年になって、日本の過去の時代の景観がどの
ようなものであったかについての研究が急速に
進んでいる（小椋2012；大田2012；須賀2012）。そ
れによれば、日本の山林は徹底的に利用されてき
た。そして今よりははるかに荒れ地、草原が多く、
また森があっても今日のような成長した森林では
なく疎林が多く、鎮守の森などもマツなどの針葉
樹が中心であった。現在でも、中国を旅して回る
と分かるのだが、延々とはげ山が続いている（千
葉1991；養父2009）。戦後の一時期までは、日本も
そうした景観だったのである。日本の森林は、ま
ず燃料となる薪炭の生産地であり、家畜を養うた
めの放牧地であると共に秣の刈り入れ場であり、
さらには田畑に肥料としてすきこむ枝葉や草本、
枯れ葉など（刈敷）の生産地でもあった。本州か
ら九州までの森林資源は徹底して利用され、400
年より古い原生林は残されていないという（井原
1997）。17世紀末の儒学者で「治山治水」を説いた
熊沢蕃山が、「この国の十の内、八までが裸になっ
た」と嘆く状態だったのである。そうした傾向は、
大きな街の近郊や、陶磁器・鉄・塩などの製作が
行われた中国地方から中部地方までの地域では、
特に著しかった。
　さらにまた日本の多くの地域、特に山村では、
米ではなく雑穀が主食であり、粟や稗、蕎麦など
が栽培されていた（渡辺1964）。雑穀類は、病害虫
に強く保存も効いたが、生産量は少なかった。本
州中部の山岳地では２haもの土地を耕しても、５
～６人の家族が食べていくのがやっとの状態だっ
た（例えば、平野・平野1988）。そして山村の住民
は、夏は焼き畑に従事しながらも、冬は猟師や行
商の民となった（千葉1993）。山村の生活は厳し
く、自給自足の生活で何でもこなしながら、金に
換えられるもの、利用できるものは全て利用しな
ければ、生きていけなかったのである。そうした
山村住民の生活が、山奥であっても、さらにニホ
ンザルを人里から遠ざける方向に働いたことは、
確実である。そして人間が近寄れないような断崖
絶壁のある急峻な土地でのみ、ニホンザルの生存
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漉き込む刈敷は化学肥料に変わり、労働力として
の牛・馬は耕運機やトラクターにとって代わられ
た（養父2009）。そして現在は、減反政策や後継者
不足で中山間農村から人が減り労働力が減少し
て、過疎がいっそう進んでいる（例えば、江成・角
田2017）。日本の耕地面積は、昭和13年がピークで
607万haだったのが、平成12年には388万haと、か
つての35%が減少したという（養父2009）。多くの
耕作放棄地が人里近くに存在し、また管理されて
いない造林地も多く、我々の住む市街地の周りは
よく発達した二次林で囲まれるようになった。か
つてニホンザルの分布を抑えていた制限要因が大
きく緩和された結果として、頻繁に人里に現れ、
時には日本各地の街中にまで姿を見せる、これま
でありえなかった事態が発生するようになったの
である。

戦後の分布拡大と個体数増加をめぐる認識の変化

　このような歴史を反映して、1970年代までは野
生のニホンザルはめったなことでは姿を見ること
のできない存在あった。山奥深いところで出会っ
ても、あっという間に姿を消してしまうのが常で
あり、そうした状況の中でなんとか野生のサルを
観察しようとして始められたのが「餌付け」であ
る（例えば、伊谷1954）。餌付けは、彼らの通り道
などに麦やサツマイモなどの食物を置いて、人間
の存在に慣れさせることによって、観察を容易に
しようという試みである。土地による差異はある
が、場合によっては２年もかかってようやく餌付
けに成功するようなところもあった（川村1965）。
それだけニホンザルは人間の存在を怖がっていた
のであり、人間の側からも長く野生ニホンザルの
総個体数は減少傾向にあると思われていた。
　野生ニホンザルの保護管理をめぐる戦後の動向
は、大きく１）1950 ～ 70年代の「保護」を中心と
した時代、２）2000年頃までの、被害防止策を模索
しながらも、保護の必要性がまだ強く主張された
時代、３）それ以後の分布拡大と生息数増加傾向
を認識した上での、個体群管理が前面に出てきた

遠藤2018）。オオカミは焼き畑や森林周辺の人里
近い所に良く出現しており、彼らにとっては食物
資源の多いところだったのだろうが、時には家畜
を襲い、人々の屍肉を荒らしたりしながらも、耕
作地を守る「山の神」として長く信仰されてきた
のである。
　このようにニホンザルはその棲める環境要因
からしても、また人間による狩猟やオオカミによ
る捕食圧からしても、その生息域は人間社会とは
遠い切り離された、限定された狭い地域へと追い
込まれていたと思われるのである。こうした構図
は、基本的には戦後まで変わらなかった（渡邊・
三谷2019）。

２． 太平洋戦争後の大きな変化と特定鳥獣
保護管理計画

　明治から昭和、特に大戦後の一時期までは、他
の野生鳥獣同様、ニホンザルにとってももっとも
厳しい時代だったと思われる。棲息する森林が乱
開発されていたし、一方で近代的な銃猟が行われ
るようになって、捕獲圧は非常に高くなった（例
えば、田口2004）。数少なくなったニホンザルは、
万病に効く薬用として、あるいは厩に置く馬の守
り神としても珍重されていた（三戸・渡邊1999）。
だが戦後になるとその構図は、全ての面で大きく
変わった。
　まず1947年には狩猟法の改定があり、ニホンザ
ルはメスジカなどと共に狩猟獣から外され、有害
鳥獣などを理由とする許可捕獲に変わる。すで
に多くの野生鳥獣が絶滅の危機を迎えていたの
である（三浦1999）。そして戦後、急速に山林の利
用は変わっていった。明治から昭和20年代にかけ
て、木材が薪炭用として利用されたのは建築など
の一般用材の２倍もあったという（日本林業技術
協会2000）。それが昭和30年代のエネルギー革命
で薪炭から石油にあっという間に置き換わり、現
在では木材利用全体の１%にも満たない。そして
建築材も、1960年代頃から急速に安価な外材が中
心となって、国内の林業は廃れていった。田畑に
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都道府県・各道府県猟友会へのアンケート調査
であった。日本全国に15,614頭の棲息と報告され
ているが、これは各地から寄せられた生息数総計
48,189頭を、いくつかの地域の実地調査を行った
結果からみて、ほぼその３分の１程度であろう
と推定し、計算し直したものである（岸田・白井
1952）。竹下（1964）はこの岸田の調査を参考にし
つつ、1962 ～ 63年に全国のニホンザルが棲息す
ると思われる市町村を対象としたアンケート調
査を行い、全国に425群22,000 ～ 34,000頭程度の
棲息を確認している。竹下はこの調査結果を不十
分として1970年頃に再度アンケート調査を行い、
全国に43,161頭の生息を確認したとされる（川村
1973）。この資料はまとめられた形で出版されて
いないが、霊長類研究所に寄贈され、手元にある。
それをまとめると、実際に報告された総個体数は
760群43,933頭であった（渡邊・三谷2019）。それに
は生息数不明の55市町村、101頭のハナレザルが
含まれていない。Kawamura（1973）はさらに見
落としている生息地も多数あるとして、おおよそ
72,000頭程度ではないかと推定している。そして
この時点で、まだニホンザルの総個体数は減少傾
向にあるのではないかとしていた（川村1976）。
　2011年になって初めて野生ニホンザルの総生
息個体数に関する調査のとりまとめが行われ、18
万頭から20万頭と見積もられた（環境省自然保護
局2016）。これは実際に調査された地域のデータ
を基に、未調査の地域にも敷衍して推定する形で
行われたものである。また階層ベイズ法による統
計的手法による推定値は48,616頭から2,159,014頭

（中央値216,446頭）だった。調査方法が異なり、一
概に比較するわけにはいかないのだが、明らかな
増加傾向はみてとれる。
　推定総個体数よりも、それをより明確に示すの
は分布地域の拡大である（本報告書４関連する指
標の推移156Pも参照のこと）。1923年に東京帝国
大学の長谷部言人が行った全国の郡・支庁・島あ
てのアンケート調査（岩野1974）があり、それを
1978年に環境庁が行った第２回自然環境基礎調

時代の３つに分けられる。1970年代頃までのニホ
ンザル保護管理の主要な課題は餌付け群を対象と
したものであった（例えば、水原1964 ～ 70）。純野
生ニホンザルをめぐる問題としては、時折、残さ
れた生息地の大規模な環境改変がなされるという
ようなことが問題にされただけである（例えば、
Izawa 1972）。野猿公苑は大きな人気を得て、全国
に広がったが、それが個体数増加を促し、絶滅の
危機から救うとされた反面で、人慣れしたサルに
よる農作物被害が増加し、ニホンザル本来の野生
の姿とは異質なものになってしまうことから、自
然教育の場としてもふさわしくないとされた。そ
してブームが去るにしたがって野猿公苑の多くは
閉園に追い込まれていった（三戸・渡邊1999）。だ
が一方で、1970年代頃からは野猿公苑近辺でなく
とも、日本各地で野生ニホンザルによる農作物被
害（猿害）が多発するようになる。実際には戦後す
ぐの頃から猿害はすでに認められていたのだが、
まだその規模は小さく、野生ニホンザルの危機的
状況を鑑みれば、相対的な重要性は低いと考えら
れていた（岸田1953；竹下1963）。そして保護を優
先しつつも、被害防除を図るための手段を模索す
る時代が続いた（例えば、川村ほか1983）。その多
くはとにかく捕獲をできるだけ避けつつ被害をな
くす、あるいは被害を軽減させるにはどうすれば
良いかというものだった。
　2000年に環境庁による「特定鳥獣保護管理計画
技術マニュアル（ニホンザル編）」が作成された
が、野生ニホンザルの個体群が孤立・分断化され
危機的な状況にあるという意見と、急激な個体数
増加と分布域拡大の途上にあるという認識とが並
立して紹介されているように、全国のニホンザル
個体数が増え、分布も拡大しているという認識が
主流を占めるようになったのは、その後の各県で
の実態調査が大きく進んだからである。
　野生鳥獣の総個体数を調べることは容易では
ないが、ニホンザルの個体数を割り出そうとし
た報告はこれまで３度しかない。最初のものは岸
田（1953）が1950年に行った全国の営林署および
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調査結果に基づいた野生ニホンザル分布の実態
であり、さらに周辺部のオスが常習的に徘徊して
いると考えられる15kmの距離でもって区分けし
たものであった（小金沢1995）。ニホンザルと人間
は同所的に住むことが難しく、こうした地域個体
群を基本的には存続させながら、なおかつ人々の
生活とは切り離していこうとする考えに基づい
ている。個体群管理に当たっては個別に識別され
た「群れ」単位での対策が必要であり、それぞれの

「加害レベル」を考慮すべきこと、そして地域個体
群の存続を図るべく地域個体群内での「ゾーニン
グ」（「保護地域（群）」、「調整地域（群）」、「排除地
域（群）」の区分）の必要性がうたわれた。
　著者の一人（渡邊）はそのとりまとめ責任者と
して参加したが、個人的には、大枠は示せたが実
施する上でかなり問題が残るものであったよう
に思う。その一番大きな原因は、地域個体群の定
義にあった。15km離れたら別の地域個体群に属
するという区分けを行うと、（暫定的ではあるが）
全国で50ほどの地域個体群に分けられた。そして
1994年に発表されたIUCNの絶滅危惧（CR）への
基準である20群または1,000頭、あるいはそれを保
障するであろう250平方キロの連続した分布域の
広さを各地域個体群に求めようとすると、その半
数近くが標準メッシュ図で10以下（すなわち250
平方キロ以下）ということになってしまう。その
一つ一つに250平方キロ以上の連続した分布域を
保障することは、日本社会の実情を鑑みればとう
てい不可能なことであり、なによりもまたその裏
付けとなる地域個体群としての生物学的な意味づ
けが不確かであった。単に小さな地域に分断され
た少数群の保護をどうするのかを考えることにな
り、被害が増加傾向にあっても現状維持を図るも
のでしかなくなった。端的に言えば、15kmではな
くて45kmの距離を目安にすれば（それだけの距
離をオスザルが移動して遺伝的な交流が行われて
いるという意味であるが）、ほとんどの小さな地
域個体群は大きな個体群の中にまとめられてしま
う。それによって対応は全く違うものになるので

査の結果を比較した小金沢（1995）は、大戦を挟ん
だ50年余を経過しているが、ほぼ同じ程度の分布
域だったのではないかと推定している。1970年の
竹下によるアンケート調査結果には全て地図が付
されており、それを地図化してみると1978年はそ
の広さの約1.5倍である（渡邊・三谷2019）。そして
その25年後の2003年には、さらにその1.5倍に拡大
している（環境省自然保護局2016）。その後、多く
の地方自治体が作成する特定鳥獣保護管理計画
書では、基本的に分布の拡大が数多く報告されて
いる。ただし1978年の分布域が総務省の縦横ほぼ
５km四方の標準地域メッシュ図で2,295メッシュ
だったのが、2003年には3,471、2015年3,691と、拡
大のしかたはニホンジカやイノシシと比較する
と、さほど急速ではない。これはあくまで「群れ」
が棲息する地域であって「ハナレザル」は含まれ
ていないことにもよるが、ニホンザルの群れ分布
が森林、それも山岳地の森林を中心に縛られてい
ることの反映であろう。また野生ニホンザルは基
本的には５～６歳での初産、隔年～数年に１回１
頭の出産であり、相対的な繁殖力の弱さにも起因
していると考えられる（和1982）。

特定鳥獣保護管理計画による野生ニホンザルの個体

群管理

　こうした中で野生ニホンザルによる被害は拡
大し、猿害を理由にした捕獲数は急激に増加して
いた。戦前は年1,000 ～ 2,000頭程度の狩猟数、戦
後の1960年代までは年数十頭から数百頭の捕獲
だったのが、1978年には２千頭を超し、1998年に
は１万頭、2010年には２万頭を超え、やがて３万
頭に達する勢いである（本報告書４関連する指標
の推移154Pを参照のこと）。最初の「特定鳥獣保護
管理計画技術マニュアル（ニホンザル編）」（環境
庁2000）では「科学的な保護管理」をうたい、考え
方の枠組みが提案されている。その一つは、通婚
可能な繁殖単位としての「いくつかの群れの集合
体=地域個体群」である。そのベースになったの
は、当時それまでに行われてきた各地域での生息
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現況研究会」というものがある。名の示すとおり
に、「現況」が分からない、現況を知るところから
しかニホンザルの恒常的な保護は図れないという
ことで2006年まで15回にわたって行われたが、そ
れでもここからは「個体群管理」の考えは出てこ
なかった。如何に保護すべきかはあっても、積極
的に群れを除去してまで人間社会との軋轢を取り
除こうという考えは生まれなかったのである。お
そらくそれは日本の霊長類研究者には皆、共通し
ていたのではないだろうか。当然ながら、繁殖力
の弱いニホンザルはいったん捕獲を認められてし
まうと、どこまで減少してしまうか分からないと
いう不安があった。1970年代から猿害が頻出して
いたとしても、大がかりな個体群調整を認めるこ
とは躊躇されたのである。またニホンザルの場合
は、我々人間と近縁の霊長類であり、高まってい
た動物愛護運動の気運からしても、なかなか社会
的に了解を得ることが難しかった。

３．今後の動向をめぐって
　このように、ニホンザル個体群の変動を考えれ
ば、日本社会の対応は明らかに後手を踏んでい
る。猿害が拡がりだした1970年代といえば、1950
年から逆算すると、ニホンザルの側でいえば４～
５世代の交替があり、かつて人間によって追い回
され捕殺されていたことを知る個体は、ほぼ完全
にいなくなった時期に当たる。人間をあまり怖が
らないサルが増えたとしても、それは当たり前で
ある。そしてその頃には、人里近くにサルが好む
であろう環境が幅広く提供される状況が生まれて
きていた。言わば今日の状況は、有史以来のこと
ではあるが、起こるべくして起こった当然の成り
行きだったのである。
　問題なのは、今後どのように変わっていくの
か、どう対処すべきかということである。まずは
現在に近い状況に固定し、恒久的に保護できる地
域を模索しながら、全般的に猿害を軽減し、かつ
必要なところから加害群を除去して、人とサルの
生息地を分離していければそれがベストである。

ある。また区分けされたその地域個体群の生物学
的な違いや、分断に至る歴史的過程が無視され、
等閑に付されていた。ただその背景には、分断孤
立化が進んでいるとされた西日本で、小個体群の
存続が危ぶまれているという状況があった。結果
として、それぞれの地域で独自に判断して「科学
的な個体群管理」を行うようにという表現になら
ざる得なかったのである。
　2010年に改定された「ニホンザル特定鳥獣保護
管理計画技術ガイドライン」では、このように細
分された地域個体群の記述が除外され、「一律に
15kmという基準ではなく、地域毎にそれぞれの
状況を勘案して、管理単位を階層的に設定するこ
とが現実的である」とされ、「隣接県の状況を考慮
しながら県ごとに管理の単位を検討することが
妥当である」とされた（詳細は2010年の「ガイドラ
イン」を参照のこと）。その上で、個体群調整の重
要性が明確化され、それを現実化する上での具体
的なゾーニングのあり方が記述され、加害レベル
の考え方や被害防除の方法なども、より具体的で
現実的なものに書き改められた。だがこの時点で
も、どこにニホンザルを保護し、残していくのか
という基準が不明確だという批判があった（例え
ば、2009年３月には、日本霊長類学会の抗議を受
けての面談が環境省内で行われている）。
　2016年の「特定鳥獣保護・管理計画ガイドライ
ン（ニホンザル編・平成27年度版）」では、15年に
わたる各府県の実績を参照しつつ、より具体的で
分かりやすい個体群管理のあり方が示された。こ
のように時期を追って見てくると、全国のニホン
ザルの動向に関する情報蓄積が如何に重要な役割
を果たしたかが良く分かる。特に、特定計画を作
成したほとんど全ての県（それ以外の多くの県で
も）でニホンザルの個体数増加、分布域の拡大が
明らかだったのである。それまでは多くの人たち
がそれに気づいてはいても、なお大胆な個体数調
整には踏み切れないでいた。例えば、1970年に始
められた野生ニホンザル保護の問題を扱う京都大
学霊長類研究所の共同利用研究会に「ニホンザル
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生鳥獣全般に関する情報を蓄積し、被害対策を継
続的に向上していく上で、こうした専門家集団の
存在と組織化は避けて通れない。現状ではまだま
だ不十分であり、全国的に科学的な個体群管理体
制が出来上がっているとはとうてい言い難い。
　共通認識を作っていく上で決定的に重要なの
は、全国的なレベルでの継続的な実態把握（モニ
タリング）であり、状況に応じていつでも変えら
れるフィードバック管理の態勢を整えることであ
る。ニホンザルの個体数調整の必要性が認められ
る過程でも、全国的な状況把握が大きな役割を果
たした。こうした作業は個人的な努力ではとうて
い不可能であり、それを保障する国家レベルでの
体制構築が欠かせない。その上で、効果的な被害
対策の開発や必要な環境整備がなされるべきであ
る。もはや野生鳥獣管理の仕事は、片手間ではす
まないことを認識すべきである。
　実はニホンザルの近縁種であるアカゲザルや
カニクイザルが、人々の生活空間の中で共存し
ている場所が、インドや東南アジアには多数存在
する（例えば、渡邊2016）。そこでは歴史的な経緯
も社会的な状況も全く異なるのだが、極めて日本
と類似した事態が生起している。例えば1974年当
時、シンガポールではカニクイザルの姿を見るの
は難しく、シンガポール島中央部にある自然保護
区（国土面積の５%、163ha）にわずかに２つ程度
の小群が認められるだけだった（渡邊2016）。だ
が2002 ～ 07年に調査を行ったSha（2009）によれ
ば、71 ～ 112群1,218 ～ 1,454頭が確認され、島内
全域どころか周辺の小さな島々からも猿害を理由
とした苦情が寄せられているという。香港も同様
で、アカゲザルとカニクイザルの雑種個体群200
頭足らずが知られていたのが、1987年から急激な
個体数増が進み、2008年には2,200頭にまで達し、
郊外の山頂部にいた群れが、山を下りてきて人家
に侵入したりする被害を多出するようになった

（http://hongwrong.com/hongkong-monkeys/；
2022年３月31日確認）。いずれもこの時期に世界
的に高まった自然保護・動物愛護の気運により、

だが現状から判断する限り、今後もまだ分布域拡
大と個体数の増加は避けられそうにない。そして
人間を怖がらない、あるいは人里の環境に慣れ親
しんだサルも増加すると思われる。それを防ぐ手
立ては今のところ見あたらない。日本の環境がそ
れを許す状態に変わってしまっているからであ
る。「マニュアル」で述べられたように、日本社会
ではニホンザルと人間が同所的に共存することは
不可能だと考えられる。どうやってそれを切り離
していくのかが問われるのだが、現時点では極め
て困難な課題が多数待ち受けていると言わざるを
得ない。
　まず（必ずしも「加害レベル」にこだわらない）
適切な個体数調整が不可欠である。宮城県の金華
山のような孤立した島であれば別だが、ニホンザ
ルの自然増が進めば、より良い食物資源（人間に
よる耕作物）を求めて、人里近くに寄ってくるこ
とは自明のことだからである。だがどのような状
態が「適切」と言えるのか、共通理解を得るところ
までいくには、地域毎にまだまだ多くの時間と経
験が必要であろう。そして人とニホンザルの生息
地を分離するには、現在のところ電気柵しか効果
的な手段がない。人間の住む範囲を電気柵で囲っ
てしまう、あるいは逆にニホンザルの生息地を囲
んで、近寄れないようにする。それには莫大な費
用がかかるし、現実的でもない。結局、様々な猿害
対策の手法を組み合わせて、ニホンザルの生息地
を可能な限り人里から分断し、それを維持してい
くしかない。実際に現在のような状況が生まれた
のはこの半世紀のことであり、これから試行錯誤
しながら具体的に現実的な手段を構築していくし
かない。
　幸いなことは、特定計画が20年間に渡って進め
られてきた中には、いくつかのモデルになり得る
事例が認められることである（例えば宮城県や兵
庫県など）。そうした先進県に共通することは、幾
人かの専門家集団が存在すること、そして彼らが
中心になって、計画を実行していける組織が整え
られていることである。ニホンザルと言わず、野
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距離を保つということを成り立たせるためには、
より厳格で緻密な計画と、しっかりした実行体
制が必要である。そしてそれは遅くなればなるほ
ど、手間もかかるし経費も莫大になる。そして大
がかりな作業を実施する場合の合意を得るのは、
ことさらに難しくなる。「マニュアル」や「ガイド
ライン」で示されたのは言わば方向性だけであ
り、どれほど実行できているかということになる
と、はなはだお寒い状態にある。何年先になるか
は分からないが、可能な限り早い時期にその実施
体制が整えられ、ニホンザルと日本社会との間で
のバランスがとれた新しい時代が創出されること
を祈るばかりである。
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